
 

 

令和４年３月 31日 

 

電話受付代行業及び電話転送サービス業における 

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

（案）に対する意見募集の結果及びガイドラインの制定 

  

 

１ 背景・概要 

我が国政府は、令和３年８月に FATF（※）第４次対日相互審査報告書が公表

されたことを契機として、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金

融対策に関する行動計画」を策定しています。総務省は、この行動計画を踏ま

え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実効的な体制整備の取組

を促進することを目的として、「電話受付代行業及び電話転送サービス業にお

けるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」

を作成し、令和４年２月 23日（水）から同年３月 25日（金）までの間、意見

募集を行いました。その結果、５件の意見の提出がありました。 

 

（※）FATFとは「Financial Action Task Force(金融活動作業部会)」のことであり、マネー・

ローンダリング、テロ資金供与対策における国際協力を推進する政府間会合。37 の国・地域

及び２国際機関が参加している。 

 

２ 意見募集の結果 

ガイドライン案に寄せられた御意見とそれらに対する総務省の考え方は別

紙１、それを踏まえた修正案は別紙２（新旧対照表は別紙３）のとおりです。 

なお、これらの資料については、総務省ホームページ

（https://www.soumu.go.jp/）の「報道発表」欄に掲載し、連絡窓口におい

て閲覧に供するとともに、配布します。また、準備が整い次第、e-Gov

（https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）の「パブリックコメント」

欄に掲載予定です。 

 

総務省は、「電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダ

リング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」について、令和４年２

月 23 日（水）から令和４年３月 25 日（金）までの間、広く意見募集を行いまし

た。 

その結果、計５件の御意見の提出がありましたので、総務省の考え方と併せて

公表します。 

また、結果を踏まえてガイドラインを制定しましたので公表します。 



 

 

＜参考＞ 

○ 電気通信消費者情報コーナー「犯罪収益移転防止法について（電話受付代行

業・電話転送サービス事業者向け）」 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.h

tml 

○ 電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダリング及

びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）に対する意見募集（令和４

年２月 22日） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000141.html 

 
 

 

 連絡先 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課 

担当：笹本課長補佐、近藤係長、松村官 

電話：03-5253-5487 

FAX ：03-5253-5868 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000141.html
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「電話受付代行業及び電話転送サービス業における 

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」 

に対する意見募集で提出された御意見について 

 

○ 意見募集期間 ：2022 年２月 23 日（水）～2022 年３月 25 日（金） 

 

○ 提出意見総数 ：５件 

 

（１）個人     ３件 

 

（２）法人・団体  ２件 

 

※ 提出意見数は、意見提出者数としています。 

 

受付順 法人・団体意見提出者（敬称略） 

１ 楽天コミュニケーションズ株式会社 

 
２ 一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会 
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該当箇所 提出された御意見 御意見に対する考え方 

御意見を踏

まえた案の

修正の有無 

全般 本ガイドラインに記載される事項が事業者として実施すべきも

のとされることは首肯できるが、法令の改正により実現されるべ

き事項である。 

犯罪収益移転防止法は、その 15条において「この法律の施行に

必要な限度において」報告等を求めることができる旨を定め、17

条において「この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ

円滑な実施を確保するため必要があると認めるとき」に、指導等

が行えると定める。これは、あくまで、「特定事業者による各種義

務の履行を確保するため」の報告徴収等、また、「特定事業者が犯

罪収益移転防止法に定める義務に違反していると認めるとき」の

指導等を認めるものである（警察庁の公表する「犯罪収益移転防

止法の概要」参照。）。 

他方、本ガイドラインにおいては、その法的な根拠もあいまい

なまま、「対応が求められる事項」として事業者に公法上の義務を

課し、その違反に対しては、「報告徴収・是正命令等の法令に基づ

く行政対応」が行えるとする。しかしながら、これは上記の警察

庁が示し、確立した解釈にも反するもので、許されない。 

今般の FATF勧告等への対応の必要性自体は認められるといえよ

う。しかしながら、事業者に対して法律に規定のない公法上の義

務を課す以上、あいまいな位置付けに留めるのではなく、法令上

の根拠に則った規制が必要である。 

【個人①】 

本ガイドラインは、あくまで特定事業者に対して求める

取組を示したものであり、公法上の義務を課しているもの

ではなく、さらに、行政対応を行う場合は、ガイドライン

に違反していることのみを理由とはせず、その他の状況と

合わせて総合的に判断した上で行うため、警察庁の解釈に

反するとの御指摘は当たらないものと考えます。 

無 

全般 本ガイドライン案は他業種のガイドラインを踏襲しており、電

通法や通信の秘密との関係が不明瞭であり、具体的にどういった

点において小規模零細事業者の特性を踏まえた内容になっている

本ガイドラインでは特定事業者による対応を「対応が求

められる事項」と「対応が期待される事項」に分類するこ

とによって、全ての対応を取ることが困難な場合がある小

無 
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該当箇所 提出された御意見 御意見に対する考え方 

御意見を踏

まえた案の

修正の有無 

のか把握できませんでした。 

例えば、経営レベルでの戦略的な人材の確保（P4）等は、零細

事業者に対応しているとは言えず、人材の確保が厳しい事業者の

状況をさらにひっ迫させていると思われます。 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

規模事業者に対する配慮を行っております。 

全般 本ガイドラインに賛同します。 

当協会はユニファイド通信事業者の業界団体として、ウェブ会

議システムやクラウド PBXサービス（電話転送サービス）、メッセ

ージングサービスなどユニファイド通信サービス全般の健全な普

及・利活用を推進してきました。 

これらのサービスは昨今のクラウド、IP、AIなどの様々な技術

革新によって急速に発展しており、グローバルレベルで多くの企

業が参入し、激しい開発競争が行われています。電話や SMSなど

の従来の通信サービスとも融合しながら、従来の制約であった電

話の地理的制約を開放し、働く場所や時間を開放することで、世

界中で多くのリモートワーカーが誕生しました。ワークライフバ

ランスや働き方改革の推進が実現されることにより人々のゆとり

ある快適な生活や産業の発展に貢献しています。他方でこれらの

ユニファイド通信サービスの発展・普及が不適正利用の温床にな

る可能性など新たなリスクが生まれてきたことも確かです。当協

会は 2019年の設立当時、3つの主要な活動目標のひとつに「新た

な社会問題への対処」を定めました。当協会はこれを起点とし

て、ユニファイド通信サービスの発展と安全な社会の両立を目指

し、総務省殿や警察庁殿、弁護士団体等関係者との議論を深めな

がら、積極的に活動してきたところです。 

賛同の御意見として承ります。 無 
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該当箇所 提出された御意見 御意見に対する考え方 

御意見を踏

まえた案の

修正の有無 

本ガイドラインは、当協会の現状の認識と一致しております。

犯罪を防ぎながら、安心して新しい通信サービスを普及させてい

くにはリスクを的確に評価し、そのリスクに応じて適切な対処を

行っていく必要があります。特にサービスの普及・発展期であ

り、サービスが日々進化しているユニファイド通信サービスにお

いては、一律に適用される固定的な規律では最適な運用が難しい

点もあることから、サービスの実態や事業者の状況に合わせて適

切に対処するリスクベース・アプローチを採用することが最も効

果的であると考えます。 

また、電話転送サービス、電話受付代行サービス等の分野にお

いては、これらの規律を知らずに、もしくは適切な制度面での対

応を行わずに事業を行っている事業者も存在する可能性があるこ

とから、業界が健全に発展していくために対象事業者に対し本ガ

イドラインが十分に周知されることを期待します。当協会は総務

省殿と連携しながら本ガイドラインの周知について積極的に協力

していく所存です。 

【一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会】 

Ⅰ－１ 「特定事業者」に「電話受付代行業者及び電話転送サービス事

業者」が該当することが当然と書いている一方で、なぜこれらが

特定事業者に該当するのか、法令の趣旨に遡った説明がないよう

に思われる。 

近時は DXを踏まえてデジタルの電話受付代行業者が現れている

ものと認識しているが、こういった業者は、形式的に条文のある

要件に該当しないことによって、規制を回避しようとする動きも

見受けられるように思われる。かかる形式的な潜脱を防止するた

本ガイドラインは、法において特定事業者と定められて

いる電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者に対し

て求める取組を示したものであり、ガイドライン本文にこ

れらの事業者が特定事業者に当たる理由を改めて明示する

必要はないものと考えます。 

なお、警察庁が発表している令和３年犯罪収益移転危険

度調査書

（ https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihoko

無 
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該当箇所 提出された御意見 御意見に対する考え方 

御意見を踏

まえた案の

修正の有無 

めにも、I-1において趣旨（マネロン・テロ資金供与と電話受付

代行業・電話転送サービスの結びつき）を改めて明確にする方

が、マネロン規制の啓蒙にも資すると考える。 

【個人②】 

ku/risk/risk031216.pdf ）においては、電話受付代行業に

ついては、「顧客がその事業に関して架空の外観を作出して

マネー・ローンダリング等の主体や犯罪収益の帰属先を不

透明にすることを可能とするなどの特性から、マネー・ロ

ーンダリング等に悪用される危険性があると認められる」

とされており、電話転送サービス業については、「顧客が事

業に関して架空の外観を作出してマネー・ローンダリング

等の主体や犯罪収益の帰属先を不透明にすることを可能と

しており、特殊詐欺の犯罪収益を隠匿するなどのマネー・

ローンダリング等に悪用される危険性があると認められる


」とされています。 

Ⅰ－１ １ページの１７行、２６行の「ファクシミリを含む。」は「ファ

クシミリ装置による通信を含む。」のほうがよい。同１３行の記載

と同様に。 

【個人③】 

御指摘を踏まえ、いずれも「ファクシミリ装置による通

信を含む。」に修正いたします。 

有 

Ⅰ－１ ２ページの１９行「特別措置法」の法律番号を記載したほうが

よい。１８行の記載の例と同様に。 

【個人③】 

御指摘を踏まえ、「国際連合安全保障理事会決議第千二百

六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財

産の凍結等に関する特別措置法（平成 26年法律第 124

号）」に修正いたします。 

有 

Ⅰ－２ 

１ 

リスクに見合った措置を講じることで、電気通信事業法上の差

別的取扱に該当するおそれがある場合、事業者は利用の公平性

と、本件のどちらの法を優先すべきでしょうか？ 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

電気通信事業法第６条で定められている「利用の公平」

とは、電気通信役務の提供契約の締結に当たり、また、そ

の提供に当たって、特定の者を正当な理由なく差別して有

利に又は不利に取り扱ってはならないというものであり、

特定の者に対し既定の提供条件をまげて提供したり、又は

既定の提供条件どおり提供しなかったりすることを禁止す

無 
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該当箇所 提出された御意見 御意見に対する考え方 

御意見を踏

まえた案の

修正の有無 

るものです。したがって、全ての顧客に対し、同様に、リ

スクに見合った低減措置を講じるのであれば、電気通信事

業法上の「利用の公平」に反しないものと考えます。 

Ⅱ－２ 

３（２） 

９ページの最下行から上に４行「施行令」、「施行規則」の法令

番号を記載したほうがよい。 

【個人③】 

御指摘を踏まえ、それぞれ「犯罪による収益の移転防止

に関する法律施行令（平成 20年政令第 20号）」、「犯罪によ

る収益の移転防止に関する法律施行規則（平成 20年内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第１号）」に修正いたします。 

有 

Ⅱ－２ 

３（２） 

 

サービスの提供開始における本人確認の対応以外で、電話転

送サービス事業者の場合は、顧客と直接やりとりが発生しない

ので、取引モニタリングの「強化」が、意味する内容を具体的

にしていただきたい。また、この場合について通信の秘密との

関係を明らかにしていただきたい。（本法のモニタリングの目的

があるからといって、無条件に電話転送を利用する全ての顧客

の通信実績等をモニタリングできるものでは無い理解です） 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

１頁に記載しているとおり、犯罪収益移転防止法におけ

る「取引」は「役務の提供を行うことを内容とする契約の

締結」を指します。「取引モニタリングの強化」とは本人確

認の際に確認を確実に行うことや顧客情報をできる限り現

行化していくこと等を指し、転送の通信内容のモニタリン

グをするべきである、という意味ではございません。 

無 

Ⅱ－２ 

３（６） 

ここでいう、「確認記録」「取引記録」は、電話転送サービス事

業者の取引の開始時に作成されるものと認識しておりますが、

我々電話転送サービス事業者における「関連するデータ・情報」

の把握や蓄積というのは、具体的にどのようなことでしょうか？ 

こちらについても通信の秘密との関係を整理する必要はないで

しょうか？  

データ・情報の管理においては、通信の秘密に該当する情報は

違法性阻却事由なしに保持不可の認識ですが、それを除いた情報

のみを保管対象とすることとなるのでしょうか？ 

「関連するデータ・情報」は、例えば【対応が求められ

る事項】①のイ～ハに該当するものを指し、これらは電話

転送サービスにおける通信の内容と関係しないものである

ため通信の秘密と無関係と考えます。 

無 
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該当箇所 提出された御意見 御意見に対する考え方 

御意見を踏

まえた案の

修正の有無 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

Ⅲ 楽天グループ㈱と整合的な対応は検討しています。 

しかしながら、グループ内では、電話転送サービス事業者は当

社のみであり、他事業種の対策がすなわち当社の施策や方針に役

立つわけではなく、他の電気通信事業者の対策状況を参考にさせ

ていただきたいと思います。 

このようなガイドラインで、ベストプラクティスが共有される

ことを望みます。 

【楽天コミュニケーションズ株式会社】 

賛同の御意見として承ります。 無 

Ⅲ－１ １４ページの１７行「PDCA」は「PDCAサイクル」のほうがよ

い。 

【個人③】 

御指摘を踏まえ、「PDCAサイクル」に修正いたします。 有 

Ⅳ－２ 賛同します。 

本ガイドラインは、その実効性の確保や効率的で効果的な運用

を推進する観点から、適宜議論・見直しが行われることを期待し

ます。当協会は、これまでも制度・規制等の勉強会を開催するな

どして会員事業者の適切な事業運営を支援しています。総務省殿

におかれては引き続き新しい規律等の共有や講義、議論等、当協

会との緊密な連携を図っていただくことを希望します。当協会は

業界の健全な発展を目指し、総務省殿と緊密な連携をすすめ、業

界団体としての責務を果たしていく考えです。 

【一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会】 

賛同の御意見として承ります。 無 

 



別紙２ 

 

 

電話受付代行業及び電話転送サービス業における 

マネー・ローンダリング及び 

テロ資金供与対策に関するガイドライン 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月31日 

総務省 
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Ⅰ．基本的な考え方 

 

Ⅰ－１ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的な考え方 

 

我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供

与」という。）対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第

22号。以下「犯収法」という。）等の関係法令において、取引（犯収法上、電話受付代行業

者及び電話転送サービス事業者における取引とは、役務の提供を行うことを内容とする契

約の締結であり、本ガイドラインにおいても同じである。）時確認等の基本的な事項が規定

されている。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、犯収法上の「特定事業者」に該当する

ため、これらの法令の規定をその適用関係に応じ遵守する必要があることは当然である。 

 

ここでいう、「電話受付代行業者」とは、犯収法における「顧客に対し、（略）自己の電話

番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、（略）当該顧客宛ての当該

電話番号に係る電話（ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。）を受けてその内容

を当該顧客に連絡」する役務を提供する業務を行う者であり、以下の全ての要件を満たすサ

ービス（電話受付代行）の提供を行う事業者をいう。 

①自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として利用することを許諾している。 

②当該顧客あての当該電話番号に係る電話（ファクシミリ装置による通信を含む。）につ

いて応答している。 

③通信が終わった後で、当該顧客に通信内容を連絡している。 

また、「電話転送サービス事業者」とは、犯収法における「顧客に対し、（略）自己の電話

番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、（略）当該顧客宛ての若し

くは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転

送する役務を提供する業務を行う者」であり、以下の全ての要件を満たすサービス（電話転

送サービス）の提供を行う事業者をいう。 

①自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾している。 

②当該顧客あての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話（ファクシミリ装置によ

る通信を含む。）を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送している。 

 

また、各電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が講ずべきマネロン・テロ資金供

与対策は、時々変化する国際情勢の動向やリスクの変化等に機動的に対応し、マネロン・テ

ロ資金供与リスク管理体制を有効性のある形で維持していく必要がある。 

 

こうした機動的かつ実効的な対応を実施していくため、電話受付代行業者及び電話転送
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サービス事業者においては、前記動向の変化等も踏まえながら自らが直面しているリスク

を適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること（いわゆる「リスク

ベース・アプローチ」）が不可欠である。 

 

リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理体制の構築・維持は、

国際的にみても、金融活動作業部会（Financial Action Task Force、以下「FATF」という。）

の勧告等の中心的な項目であるほか、主要先進国でも定着しており、前記の機動的かつ実効

的な対応の必要性も踏まえれば、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者にとって

は、当然に実施していくべき事項(ミニマム・スタンダード)である。 

 

なお、テロ資金供与対策については、テロの脅威が国境を越えて広がっていることを踏ま

え、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、自らが提供するサービスが

テロリストへの資金供与に関連して利用され得るという認識の下、実効的な管理体制を構

築しなければならない。例えば、非営利団体との取引に際しては、全ての非営利団体が本質

的にリスクが高いものではないことを前提としつつ、その活動の性質や範囲等によっては

テロ資金供与に利用されるリスクがあることを踏まえ、国によるリスク評価の結果（犯収法

に定める「犯罪収益移転危険度調査書」）や FATFの指摘等を踏まえた対策を検討し、リスク

低減措置を講ずることが重要である。 

このほか、大量破壊兵器の拡散に対する資金供与の防止のための対応も含め、外国為替及

び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号）や国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号

等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成 26

年法律第 124号）（国際テロリスト財産凍結法）をはじめとする国内外の法規制等も踏まえ

た体制の構築が必要である。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、こうしたマネロン・テロ資金

供与対策が、実際の顧客との接点である事業部門において有効に機能するよう、経営陣が主

導的に関与して地域・部門横断的なガバナンスを確立した上で、同ガバナンスの下、関係部

署が継続的に取組みを進める必要がある。 

また、経営戦略の中で、将来にわたりその業務がマネー・ローンダリングやテロ資金供与

に利用されることのないよう管理体制の強化等を図るとともに、その方針・手続・計画や進

捗状況等に関し、データ等を交えながら、顧客・当局等を含む幅広い関係者に対し、説明責

任を果たしていくことが求められる。 

 

総務省としては、小規模零細事業者が大宗を占める電話受付代行業者及び電話転送サー

ビス事業者の特性を踏まえた上で、各電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の取

組みをモニタリングし、その結果得られた情報を電話受付代行業者及び電話転送サービス

事業者と共有しつつ、管理体制の強化を促し、必要に応じて、監督上の措置を講ずることを
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検討していく。 

 

本ガイドラインは、こうしたモニタリングに当たって、総務省として、各電話受付代行業

者及び電話転送サービス事業者に「対応が求められる事項」、「対応が期待される事項」を明

確化するとともに、今後の総務省としてのモニタリングのあり方等を示すものである。 

 

そのほか、日々変化するマネロン・テロ資金供与の動向を踏まえ、特に、規模が小さい又

は取引範囲が限定的な電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における体制構築に

資するよう、当局との連携のあり方についても記載している。 

 

Ⅰ－２ 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者に求められる取組み 

 

１．マネロン・テロ資金供与リスク管理体制 

 

 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、自らが提供しているサービスや、取引

形態、顧客の属性等を全社的に把握してマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価しつつ、

自らを取り巻く事業環境・経営戦略、リスクの許容度も踏まえた上で、当該リスクに見合っ

た低減措置を講ずることが求められる。 

 また、時々変化する国際情勢の動向等を踏まえて機動的にリスクに見合った措置を講ず

るには、個別の問題事象への対応のみにとどまらず、体制面の見直しの必要性も含めて幅広

い検証を行い、経営陣の関与・理解の下、組織全体として実効的な管理体制の構築を行うこ

とも重要である。 

 こうした観点から、総務省においても本ガイドラインについて絶えず見直しを図ってい

く予定であるが、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においても、管理体制の構

築・維持に当たって、関係法令や本ガイドライン等を遵守することのみを重視し、管理部門

を中心として法令違反等の有無のみを形式的にチェックすることとならないよう留意し、

関係法令や本ガイドライン等の趣旨を踏まえた実質的な対応を行うことが求められる。 

 

なお、マネー・ローンダリングとテロ資金供与には、取引の目的、規模・金額が異なる場

合があるなどの違いがあるが、電話受付代行業及び電話転送サービス事業の健全性を維持

するために必要な基本的方策のあり方に変わりはなく、本ガイドラインにおいては、マネ

ー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策の双方を併せ記述している。 

 

２．経営陣の関与・理解 

 

 前記の管理体制の構築に当たっては、マネロン・テロ資金供与リスクが経営上重大なリス
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クになり得るとの理解の下、関連部門等に対応を委ねるのではなく、経営陣が、管理のため

のガバナンス確立等について主導性を発揮するなど、マネロン・テロ資金供与対策に関与す

ることが不可欠である。 

 例えば、ギャップ分析の実施、関連部門が複数に跨る組織横断的な対応、専門性や経験を

踏まえた経営レベルでの戦略的な人材確保・教育・資源配分等が必要となることが考えられ

る。 

 また、マネロン・テロ資金供与対策に関する取組みを全役職員に浸透させるための手段を

講じるなどにより、業績評価においてマネロン・テロ資金供与対策を勘案するなど、マネロ

ン・テロ資金供与対策に関する経営陣の積極的な姿勢やメッセージを示すことも重要であ

る。 

さらに、経営陣がマネロン・テロ資金供与リスクを適切に理解した上でマネロン・テロ資

金供与対策に関する意識を高め、トップダウンによって組織横断的に対応の高度化を推進

していくことも重要である。また、前記Ⅰ－１で述べた管理体制の強化や方針等に関する説

明責任も、一義的には経営陣がその責務を担っている。 

 

Ⅰ－３ 本ガイドラインの位置付けと監督上の対応 

 

 電話受付代行業及び電話転送サービス事業がマネロン・テロ資金供与に利用されないた

めに、総務省としては、本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状

況等について、適切にモニタリングを行っていく。 

 こうしたモニタリング等を通じて、本ガイドラインにおける「対応が求められる事項」に

係る措置が不十分であるなど、マネロン・テロ資金供与リスク管理体制に問題があると認め

られる場合には、必要に応じ、報告徴収・是正命令等の法令に基づく行政対応を行い、電話

受付代行業者及び電話転送サービス事業者の管理体制の改善を図る。 

 また、「対応が求められる事項」に係る体制整備を前提に、特定の場面や、一定の規模等

を擁する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の対応について、より強固なマネ

ロン・テロ資金供与リスク管理体制の構築の観点から対応することが望ましいと考えられ

る事項を「対応が期待される事項」として記載している。 

 

 なお、平成 28 年 10 月に施行された改正犯収法においては、国や特定事業者によるリス

ク評価が導入されているところ、本ガイドラインにおいては、これらも包含しながら、電話

受付代行業者及び電話転送サービス事業者におけるリスクベース・アプローチに基づくマ

ネロン・テロ資金供与リスクの特定・評価・低減に係る措置及びその実効性を確保するため

に「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」等を記載している。本ガイドライン

で言及していない部分であっても、「電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者におけ

る疑わしい取引の参考事例」等に留意する必要があるとともに、FATF 等の国際機関等が発
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出する文書等にも十分留意する必要がある。 

 

Ⅱ．リスクベース・アプローチ 

 

Ⅱ－１ リスクベース・アプローチの意義 

 

 マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、電話受付代行業者

及び電話転送サービス事業者が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、こ

れをリスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずる

ことをいう。 

 

 マネロン・テロ資金供与の手法や態様は、その背景となる犯罪等の動向のほか、広く産業

や雇用の環境、人口動態、法制度や、IT技術の発達に伴う取引の拡大、決済手段の多様化、

経済・サービス等のグローバル化の進展等、様々な経済・社会環境の中で常に変化しており、 

 こうした変化に応じ、マネロン・テロ資金供与対策は、不断に高度化を図っていく必要が

ある。 

 

 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、マネロン・テロ資金供与リス

クを自ら適切に特定・評価し、これに見合った体制の構築・整備等を優先順位付けしつつ機

動的に行っていくため、リスクベース・アプローチによる実効的な対応が求められる。 

 

 国際的にみても、リスクベース・アプローチの実施は、FATF 勧告において第１の勧告と

して勧告全体を貫く基本原則となっているなど、標準的なアプローチとなっている。（注） 

 

（注）同勧告において、国は「自国におけるマネロン・テロ資金供与のリスクを特定及び評

価」し、金融機関、指定非金融業者及び職業専門家（以下、DNFBP（電話受付代行業者

及び電話転送サービス事業者を含む））は「自らが取り扱う商品・サービス等のマネロ

ン・テロ資金供与のリスクを特定・評価するための適切な手段を講ずる」こととするな

ど、国・金融機関・DNFBP（電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を含む）の

それぞれについて、リスクベース・アプローチの実施を求めている。 

 

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減 

 

リスクベース・アプローチにおいては、マネロン・テロ資金供与リスクへの対応を、リス

クの特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分するなど順を追って検討していくことが重要

である。 
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１．リスクの特定 

 

リスクの特定は、自らが提供するサービスや、取引形態、顧客の属性等のリスクを包括的

かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものであり、リス

クベース・アプローチの出発点である。 

包括的かつ具体的な検証に当たっては、社内の情報を一元的に集約し、全社的な視点で分

析を行うことが必要となることから、マネロン・テロ資金供与対策に係る主管部門に対応を

一任するのではなく、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての部門の連携・協働を確保

する必要がある。 

なお、検証に際しては、国によるリスク評価の結果（犯収法に定める「犯罪収益移転危険

度調査書」）を踏まえる必要がある。 

さらに、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、国によるリスク評価

の結果を参照するにとどまらず、自らの業務の特性とそれに伴うリスクを包括的かつ具体

的に想定して、直面するリスクを特定しておく必要がある。特に、電話回線の卸売をする他

社から電話回線を仕入れて行う電話受付代行業及び電話転送サービス事業並びに他社が有

するクラウド PBX を経由させて行う電話転送サービス事業においては、当局からの照会に

対する対応等が適切かつ円滑に進められるかどうか、連絡体制の整備や事業者間連携のあ

り方についてリスクを特定し、対応を検討しておく必要がある。 

 

【対応が求められる事項】 

①国によるリスク評価の結果を参照しながら、自らが提供しているサービス、取引形態、取

引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、自らが直面する

マネロン・テロ資金供与リスクを特定すること 

②包括的かつ具体的な検証に当たっては、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経営

戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮すること 

③取引の相手である顧客、その実質的支配者や取引に、海外の国・地域が関係する場合には、

FATF や内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取

引可能性を検証し、リスクを把握すること 

④新たなサービス等を取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他の新たな態

様による取引を行う場合には、当該サービス等の提供前に、当該サービス等のリスクの検

証、及びその提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理体制の有効性も

含めマネロン・テロ資金供与リスクを検証すること 

⑤マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての部

門の連携・協働を確保した上で、リスクの包括的かつ具体的な検証を行うこと 

⑥電話回線の卸売をする他社から電話回線を仕入れて行う電話受付代行業及び電話転送サ
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ービス事業並びに他社が有するクラウド PBX を経由させて行う電話転送サービス事業に

おいて、当局からの照会に対する対応等が適切かつ円滑に進められるかどうか連絡体制

の整備や事業者間連携のあり方を検証すること 

 

【対応が期待される事項】 

①自らの事業環境・経営戦略等の複雑性も踏まえて、サービス、取引形態、取引に係る国・

地域、顧客の属性等に関し、リスクの把握の鍵となる主要な指標を特定し、当該指標につ

いての定量的な分析を行うことで、自らにとって重要なリスクの高低及びその変化を適

時・適切に把握すること 

 

２．リスクの評価 

 

リスクの評価は、前記１．において特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの

影響度等を評価し、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、リスクベース・アプローチの土

台となるものであり、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映したものである必要がある。 

 

また、リスクの評価は、リスク低減措置の具体的内容と資源配分の見直し等の検証に直結

するものであることから、経営陣の関与の下で、全社的に実施することが必要である。 

 

【対応が求められる事項】 

①リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に則って、具体的かつ客

観的な根拠に基づき、前記「１．リスクの特定」において特定されたマネロン・テロ資金

供与リスクについて、評価を実施すること 

②上記①の評価を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の状況等の分析等を考慮するこ

と 

③疑わしい取引の届出の状況等の分析に当たっては、届出件数等の定量情報について、部

門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に行うなど、リスクの評価に活用すること 

④リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置等を検討するこ

と 

⑤定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼし得

る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リスク評価を見直すこと 

⑥リスク評価の過程に経営陣が関与し、リスク評価の結果を経営陣が承認すること 

 

【対応が期待される事項】 

①自らが提供しているサービスにおいて、取引形態、顧客の属性、取引に係る国・地域等が

多岐にわたる場合に、これらに係るリスクを細分化し、当該細分類ごとにリスク評価を行
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うとともに、これらを組み合わせて再評価を行うなどして、全社的リスク評価の結果を

「見える化」し（リスク・マップ）、これを機動的に見直すこと 

 

３．リスクの低減 

 

（１）リスク低減措置の意義 

 

自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを低減させるための措置は、リスクベー

ス・アプローチに基づくマネロン・テロ資金供与リスク管理体制の実効性を決定付けるもの

である。 

 

リスクベース・アプローチにおいては、前記１．及び前記２．で特定・評価されたリスク

を前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の

結果と照らして、講ずべき低減措置を判断した上で、当該措置を実施することとなる。（注） 

 

（注）リスク低減措置のうち、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前

提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調査の結果をリ

スク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断・実施する一連の流れを、本ガイ

ドラインにおいては、「顧客管理」（カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD）と呼ぶ。 

個々の顧客に着目した手法のほかにも、取引状況の分析・異常取引の検知等の個々の

取引に着目した手法があり、これらを組み合わせて実施していくことが有効である。 

 

 リスク低減措置は、個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて実施すべきも

のであり、自らが定めるところに従って、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合には、

より厳格な措置を講ずることが求められる一方、リスクが低いと判断した場合には、より簡

素な措置を行うことが許容される。 

 

 いずれにせよ、リスク低減措置の具体的内容は、自らが直面するリスクに応じて、各電話

受付代行業者及び電話転送サービス事業者において顧客や取引ごとに個別具体的に検討・

実施されるべきものであり、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、本

ガイドラインに記載された事項のほか、当局等からの情報等も参照しつつ、自らのリスクに

見合った低減措置を工夫していくことが求められる。 

 

【対応が求められる事項】 

①自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を

当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること 
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②個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて、自らの方針・手続・計画等に従い、

マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合にはより厳格な低減措置を講ずること 

③本ガイドライン記載事項のほか、当局等からの情報等を参照しつつ、自らの直面するリス

クに見合った低減措置を講ずること 

 

（２）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD） 

 

前記のとおり、リスク低減措置のうち、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価した

リスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調査の結

果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断・実施する一連の流れを、本ガ

イドラインにおいては、「顧客管理」（カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD）と呼ん

でおり、これはリスク低減措置の中核的な項目である。 

 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が顧客と取引を行うに当たっては、当該

顧客がどのような人物・団体で、団体の実質的支配者は誰か、どのような取引目的を有して

いるかなど、顧客に係る基本的な情報を適切に調査し、講ずべき低減措置を判断・実施する

ことが必要不可欠である。 

 

顧客管理の一連の流れは、取引関係の開始時、継続時、終了時の各段階に便宜的に区分す

ることができるが、それぞれの段階において、個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさ

に応じて調査し、講ずべき低減措置を的確に判断・実施する必要がある。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、これらの過程で確認した情

報、自らの規模・特性や業務実態等を総合的に考慮し、全ての顧客について顧客リスク評価

を実施するとともに、自らが、マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客につい

ては、いわゆる外国 PEPs(Politically Exposed Persons）（注１）や特定国等（注２）に係

る取引を行う顧客も含め、リスクに応じた厳格な顧客管理（Enhanced Due Diligence：EDD）

を行う一方、リスクが低いと判断した場合には、リスクに応じた簡素な顧客管理

（Simplified Due Diligence：SDD)を行うなど､円滑な取引の実行に配慮することが求めら

れる。 

 

（注１）犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成 20年政令第 20号）及び犯罪

による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成 20年内閣府・総務省・法務省・財

務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）で定めている外国

の元首､外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。 

（注２）犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令で定めている国又は地域をいう。 
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【対応が求められる事項】 

①自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧客・取引とそれ

への対応を類型的・具体的に判断することができるよう、顧客の受入れに関する方針を定

めること 

②前記①の顧客の受入れに関する方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の

職業・事業内容のほか、例えば、経歴、居住国等、顧客の利用状況、その他顧客に関する

様々な情報を勘案すること 

③顧客及びその実質的支配者の本人特定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当

たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うこと 

④顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等とを照合するなど、国

内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じて必要な措置を講ずること 

⑤電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の規模や特性等に応じた合理的な方法に

より、リスクが高い顧客を的確に検知する枠組みを構築すること 

⑥サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リス

クの評価の結果（Ⅱ－２ ２．で行うリスク評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客

リスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること 

⑦マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以下を含むリスクに応

じた厳格な顧客管理（EDD）を実施すること 

イ.資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、リスクに応じ追加

的な情報を入手すること 

ロ.当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職の承認を得ること 

ハ.リスクに応じて、取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等

を図ること 

ニ.当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳格化等が必要でな

いか検討すること 

⑧顧客の営業内容、所在地等が取引目的、取引態様等に照らして合理的ではないなどのリス

クが高い取引等について、取引開始前又は多額の取引等に際し、営業実態や所在地等を把

握するなど追加的な措置を講ずること 

⑨マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏

まえながら、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりするなどのリスクに応

じた簡素な顧客管理（SDD）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮すること（注１）（注２） 

（注１）この場合にあっても、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が我が国及び

当該取引に適用される国・地域の法規制等を遵守することは、もとより当然である。 

（注２）FATF 等においては、少額・日常的な個人取引を、厳格な顧客管理を要しない取引

の一例として挙げている。 

⑩後記「（５）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】のほか、以下を含
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む、継続的な顧客管理を実施すること 

イ.取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリング

の結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を決定し、

実施すること 

ロ.各顧客に実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引実態や取引モニタリ

ングの結果等に照らして適切か、継続的に検討すること 

ハ.調査の過程での照会や調査結果を適切に管理し、関係する役職員と共有すること 

ニ.各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した場合等の機動的な

顧客情報の確認に加え、定期的な確認に関しても、確認の頻度を顧客のリスクに応じ

て異にすること 

ホ.継続的な顧客管理により確認した顧客情報等を踏まえ、顧客リスク評価を見直し、リ

スクに応じたリスク低減措置を講ずること 

特に、取引モニタリングにおいては、継続的な顧客管理を踏まえて見直した顧客リス

ク評価を適切に反映すること 

⑪必要とされる情報の提供を利用者から受けられないなど、自らが定める適切な顧客管理

を実施できないと判断した顧客・取引等については、関係法令を踏まえつつ取引の謝絶を

行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討すること 

その際、マネロン・テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行わないこと 

 

【対応が期待される事項】 

①団体の顧客についてのリスク評価に当たっては、当該団体のみならず、当該団体が形成し

ているグループも含め、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクを勘案する

こと 

 

（３）取引モニタリング・フィルタリング 

 

リスク低減措置の実効性を確保する手段としては、個々の顧客に着目する顧客管理のほ

かにも、取引そのものに着目し、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における取

引状況の分析、モニタリング・フィルタリング等を通じてリスクを低減させる手法があり、

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、これらを組み合わせて実施し、

リスク低減措置の実効性を高めていくことが有効である。 

 

【対応が求められる事項】 

①疑わしい取引の届出につながる取引等について、リスクに応じて検知するため、以下を含

む、取引モニタリングに関する適切な体制を構築し、整備すること 

イ.自らのリスク評価を反映したシナリオ等の抽出基準を設定すること 



 

12 
 

ロ.上記イの基準に基づく検知結果や疑わしい取引の届出状況等を踏まえ、届出をした取

引の特徴（業種・地域等）や現行の抽出基準（シナリオ等）の有効性を分析し、シナ

リオ等の抽出基準について改善を図ること 

 

【対応が期待される事項】 

①制裁対象取引について、リスクに応じて検知するため、以下を含む、取引フィルタリング

に関する適切な体制を構築し、整備すること 

イ.取引の内容について照合対象となる制裁リストが最新のものとなっているか、及び制

裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定となっているかを検証するなど、的確

な運用を図ること 

ロ.国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された際には、遅滞なく照

合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じた必要な措置を

講ずること 

 

（４）記録の保存 

 

 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が保存する確認記録や取引記録は、自ら

の顧客管理の状況や結果等を示すものであるほか、当局への必要なデータの提出や、疑わし

い取引の届出の要否の判断等にも必須の情報である。 

 

【対応が求められる事項】 

①本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録等、適切なマネロン・テロ資

金供与対策の実施に必要な記録を保存すること 

 

（５）疑わしい取引の届出 

 

疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務であり、同法の「特定事業者」に該

当する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者が、同法に則って、届出等の義務を果

たすことは当然である。 

また、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者にとっても、疑わしい取引の届出の

状況等を他の指標等と併せて分析すること等により、自らのマネロン・テロ資金供与リスク

管理体制の強化に有効に活用することができる。 

 

【対応が求められる事項】 

①顧客の属性、取引時の状況その他電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の保有

している具体的な情報を総合的に勘案した上で、疑わしい取引の該当性について適切な
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検討・判断が行われる体制を整備し、法律に基づく義務を履行するほか届出の状況等を自

らのリスク管理体制の強化にも必要に応じ活用すること 

②疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、疑わしい取引の参考

事例、自らの過去の疑わしい取引の届出事例等も踏まえつつ、外国 PEPs該当性、サービ

スの利用形態、真の契約者の隠蔽の可能性、顧客属性や取引目的に照らした取引回数等の

取引の態様、顧客の挙動・態度、顧客に関連した外部からの照会や連絡、取引に係る国・

地域、その他の事情を考慮すること 

③既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取引の該当性の確認・

判断を適切に行うこと 

④疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を直ちに行う体制を

構築すること 

⑤実際に疑わしい取引の届出を行った取引についてリスク低減措置の実効性を検証し、必

要に応じて同種の類型に適用される低減措置を見直すこと 

⑥疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧客リスク評価を

見直すとともに、当該リスク評価に見合った低減措置を適切に実施すること 

 

（６）データ・情報の管理 

 

事業者としてのリスクの特定・評価・分析を行い、対外的な説明を行うためには、種々の

定量・定性情報等の客観的資料が必要となる。電話受付代行業者及び電話転送サービス事業

者においては、確認記録・取引記録等について正確に記録するほか、関連するデータ・情報

を正確に把握・蓄積し、分析可能な形で整理するなど、データ・情報の適切な管理が求めら

れる。 

 

【対応が求められる事項】 

①確認記録・取引記録のほか、リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可

能な、以下を含む情報を把握・蓄積し、これらを分析可能な形で整理するなど適切な管理

を行い、必要に応じて当局等に提出できる体制としておくこと 

イ.疑わしい取引の届出件数（国・地域別、顧客属性別等の内訳） 

ロ.内部監査や研修等の実施状況 

ハ.マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、必要に応じた経営

陣の議論の状況 

 

Ⅲ．管理体制とその有効性の検証・見直し 

 

マネロン・テロ資金供与対策の実効性の確保のためには、自らの方針・手続・計画等を策
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定した上で、経営陣による関与の下、これを全社的に徹底し、有効なマネロン・テロ資金供

与リスク管理体制を構築することが求められる。 

前記方針・手続・計画等に基づくマネロン・テロ資金供与対策の実効性は、定期的に検証

される必要があり、また、検証を踏まえて、必要に応じ管理体制の見直しを含めたマネロン・

テロ資金供与対策の改善を不断に図っていくことが求められる。 

併せて、こうした全社的な内部管理体制の構築のためには、役員の中から、マネロン・テ

ロ資金供与対策に係る責任・権限を有する者を任命した上で、経営陣の積極的な関与・理解

の下、各部門等が担う役割・責任等を明確にし、強固なガバナンス体制を構築することも必

要である。 

 

また、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者がグループに属している場合や国

際的に業務を行う場合には、グループ事業者等の業態やその属する国・地域等の相違も踏ま

えながら、グループ全体でマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、

グループ全体に整合的な形で、これらを適用することが求められる。 

 

さらに、マネロン・テロ資金供与対策の実効性は、実際に方針・手続・計画等に関わる全

ての職員の理解に依拠することに留意が必要である。電話受付代行業者及び電話転送サー

ビス事業者においては、採用や研修等を通じ、職員のマネロン・テロ資金供与対策に係る専

門性・適合性を確保・維持していく必要がある。 

 

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直

し（PDCAサイクル） 

 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者において、実効的なマネロン・テロ資金供

与リスク管理体制を確立し、有効に機能させるためには、マネロン・テロ資金供与対策の方

針・手続・計画等を整備し、全社的に共有を図ることが必要である。 

こうした方針・手続・計画等は、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における

リスクに見合った対応の実効性を確保するためのものであり、これらの方針・手続・計画等

の中で、自らの規模・特性等を踏まえながら、リスクの特定・評価・低減という一連の対応

を明確に位置付ける必要がある。 

 

また、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、こうした方針・手続・

計画等の実効性を検証し、不断に見直しを行っていくことが求められる。リスクの特定・評

価・低減の各プロセスの実効性を検証するためには、マネロン・テロ資金供与対策に係る担

当役員や主管部門における定期的な監視のほか、内部監査部門における各部門等へのマネ

ロン・テロ資金供与対策の浸透状況の確認等を行うことが重要となる。 
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こうした検証の結果、各プロセスにおける措置や管理体制に更なる改善の余地がないか

改めて検討し、必要に応じリスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等や管理体

制等につき、改善を図っていくことが求められる。 

 

【対応が求められる事項】 

①自らの業務分野・事業地域やマネロン・テロ資金供与に関する動向等を踏まえたリスクを

勘案し、マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、顧客の受入れ

に関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等について、全社的に整合的な形で、

これを適用すること 

②リスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等が実効的なものとなっているか、

各部門等への監視等も踏まえつつ、不断に検証を行うこと 

③リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、当該リスクの許容度や自社へ

の影響に応じて、取扱いの有無を含めたリスク低減措置の改善や更なる措置の実施の必

要性につき検討すること 

④管理部門及び内部監査部門において、例えば、内部情報、内部通報、職員からの質 

疑等の情報も踏まえて、リスク管理体制の実効性の検証を行うこと 

⑤前記実効性の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、リスクの特定・評価・

低減のための手法自体も含めた方針・手続・計画等や管理体制等についても必要に応じ見

直しを行うこと 

 

【対応が期待される事項】 

①マネロン・テロ資金供与対策を実施するために、自らの規模・特性等を踏まえ、必要に応

じ、所管する専担部室を設置すること 

②同様に、必要に応じ、外部専門家等によるレビューを受けること 

③マネロン・テロ資金供与リスク管理体制の見直しや検証等について外部専門家等のレビ

ューを受ける際には、検証項目に照らして、外部専門家等の適切性や能力について、外部

専門家等を採用する前に、経営陣に報告しその承認を得ること 

また、必要に応じ、外部専門家等の適切性や能力について、内部監査部門が事後検証を行

うこと 

 

Ⅲ－２ 経営陣の関与・理解 

 

 電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者のマネロン・テロ資金供与リスクは、自ら

の経営戦略等を踏まえた業務運営により増減するものであり、その評価は、経営戦略全体の

中でのリスク許容度、資源配分方針の検証・見直し等の一環として、考慮・検討されるべき

ものである。 
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また、マネロン・テロ資金供与対策に対する意識を高め、トップダウンによって組織横断

的に対応の高度化を推進し、経営陣として明確な姿勢・方針を打ち出すことは、事業部門を

含めた全役職員に対しマネロン・テロ資金供与対策に対する意識を浸透させる上で非常に

重要となる。 

 

こうしたことを踏まえ、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の経営陣におい

ては、自らのマネロン・テロ資金供与対策に主導的に関与し、対応の高度化を推進していく

必要がある。 

 

【対応が求められる事項】 

①マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略等における重要な課題の一つとして位置付ける

こと 

②役員の中から、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う者を任命し、職務を全うす

るに足る必要な権限等を付与すること 

③当該役員に対し、必要な情報が適時・適切に提供され、当該役員が電話受付代行業者及び

電話転送サービス事業者におけるマネロン・テロ資金供与対策について内外に説明でき

る体制を構築すること 

④マネロン・テロ資金供与対策に関わる役員・部門間での連携の枠組みを構築すること 

⑤マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、経営陣が

承認するとともに、その実施状況についても、経営陣が、定期的及び随時に報告を受け、

必要に応じて議論を行うなど、経営陣の主導的な関与があること 

⑥経営陣が、職員へのマネロン・テロ資金供与対策に関する研修等につき、自ら参加するな

ど、積極的に関与すること 

 

【対応が期待される事項】 

①役職員の人事・報酬制度等において、マネロン・テロ資金供与対策の遵守・取組み状況等

を適切に勘案すること 

②マネロン・テロ資金供与対策の重要性を踏まえた上で、所管部門への専門性を有する人材

の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分を行うこと 

 

Ⅲ－３ 経営管理 

 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、その業務の内容や規模等に

応じ、有効なマネロン・テロ資金供与リスク管理体制を構築する必要があり、事業・管理・

監査の各部門等が担う役割・責任を、経営陣の責任の下で明確にして、組織的に対応を進め
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ることが重要である。 

こうした各部門等の役割・責任の明確化の観点からは、一つの方法として、各部門の担う

役割等を、事業部門、コンプライアンス部門等の管理部門及び内部監査部門の機能として

「三つの防衛線（three lines of defense）」の概念の下で整理することが考えられる。 

以下では、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者に求められるマネロン・テロ資

金供与リスク管理体制の機能を、三つの防衛線の概念の下で整理した上で「対応が期待され

る事項」を記載しているが、各電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者において、業

務の特性等を踏まえ、項目によっては異なる整理の下で管理体制等（外部へのアウトソーシ

ングを含む。）を構築することも考えられる。その場合であっても、それぞれの管理体制の

下で、「対応が期待される事項」が目標としている効果と同等の効果を確保することが求め

られる。 

 

１．事業部門（第１の防衛線（第１線）） 

 

マネロン・テロ資金供与対策においても、顧客と直接対面する活動を行っている事業部門

が、マネロン・テロ資金供与リスクに最初に直面し、これを防止する役割を担っている。 

第１線が実効的に機能するためには、そこに属する全ての職員が、自らが関わりを持つマ

ネロン・テロ資金供与リスクを正しく理解した上で､日々の業務運営を行うことが求められ

る｡ 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、マネロン・テロ資金供与対策

に係る方針・手続・計画等を整備・周知し、研修等の機会を設けて徹底を図るなど､事業部

門が行う業務に応じて､その業務に係るマネロン・テロ資金供与リスクの理解の促進等に必

要な措置を講ずることが求められる。 

 

【対応が期待される事項】 

①第１線に属する全ての職員が、自らの部門・職務において必要なマネロン・テロ資金供与

対策に係る方針・手続・計画等を十分理解し、リスクに見合った低減措置を的確に実施す

ること 

②マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等における各職員の責務等を分かり

やすく明確に説明し、事業部門に属する全ての職員に対し共有すること 

 

２．管理部門（コンプライアンス部門やリスク管理部門等）（第２の防衛線（第２線）） 

 

管理部門は、第１線の自律的なリスク管理に対して、独立した立場から牽制を行うと同時

に、第１線を支援する役割も担う。 

マネロン・テロ資金供与対策における管理部門には、これを主管する部門のほか、専門性
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を有する人材の確保・維持を担う人事部門等も含まれる。 

第１線に対する牽制と支援という役割を果たすために、管理部門には、事業部門の業務に

係る知見と、同業務に潜在するマネロン・テロ資金供与リスクに対する理解を併せ持つこと

が求められる。 

 

【対応が期待される事項】 

①第１線におけるマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の遵守状況の確認

や、低減措置の有効性の検証等により、マネロン・テロ資金供与リスク管理体制が有効に

機能しているか、独立した立場から監視を行うこと 

②第１線に対し、マネロン・テロ資金供与に係る情報の提供や質疑への応答を行うほか、具

体的な対応方針等について協議をするなど、十分な支援を行うこと 

③マネロン・テロ資金供与対策の主管部門にとどまらず、マネロン・テロ資金供与対策に関

係する全ての管理部門とその責務を明らかにし、それぞれの部門の責務について認識を

共有するとともに、主管部門と他の関係部門が協働する体制を整備し、密接な情報共有・

連携を図ること 

④管理部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性等を有する職員を

配置すること 

 

３．内部監査部門（第３の防衛線（第３線）） 

 

内部監査部門には、第１線と第２線が適切に機能をしているか、更なる高度化の余地はな

いかなどについて、これらと独立した立場から、定期的に検証していくことが求められる。 

また、内部監査部門は、独立した立場から、全社的なマネロン・テロ資金供与対策に係る

方針・手続・計画等の有効性についても定期的に検証し、必要に応じて、方針・手続・計画

等の見直し、対策の高度化の必要性等を提言・指摘することが求められる。 

 

【対応が期待される事項】 

①以下の事項を含む監査計画を策定し、適切に実施すること 

イ.マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の適切性 

ロ.当該方針・手続・計画等を遂行する職員の専門性・適合性等 

ハ.職員に対する研修等の実効性 

ニ.事業部門における異常取引の検知状況 

ホ.検知した取引についてのリスク低減措置の実施、疑わしい取引の届出状況 

②自らの直面するマネロン・テロ資金供与リスクに照らして、監査の対象・頻度・手法等を

適切なものとすること 

③リスクが高いと判断した業務等以外についても、一律に監査対象から除外せず、頻度や深
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度を適切に調整して監査を行うなどの必要な対応を行うこと 

④内部監査部門が実施した内部監査の結果を監査役及び経営陣に報告するとともに、監査

結果のフォローアップや改善に向けた助言を行うこと 

⑤内部監査部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性等を有する職

員を配置すること 

 

Ⅲ－４ グループベースの管理体制 

 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者がグループに属している場合には、グル

ープ全体としてのマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、グルー

プ全体に整合的な形で、必要に応じグループ事業者等の業態等による違いも踏まえながら、

これを実施することが重要である。 

 

特に、海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにお

いては、当該拠点等が属する国・地域と我が国における地理的・政治的その他の環境等が異

なるため、実効的なマネロン・テロ資金供与対策を講ずるには、こうした違いを踏まえつつ、

グループとして一貫性のある体制を整備することが必要となる。 

また、我が国と当該国・地域との間で、法規制等において求められるマネロン・テロ資金

供与対策が異なることや、情報保護法制等の違いからマネロン・テロ資金供与対策に必要な

情報共有等が困難となること等も考えられる。 

 

海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいては、

こうした違いやグローバルに展開する他のグループのプラクティス等を踏まえながら、グ

ループベースでの整合的な管理体制の構築や、グループ事業者等への監視等を実施してい

く必要がある。特に、海外業務が大きな割合を占める、又は、経営戦略上重要な位置付けと

なっている電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいては、マネロン・

テロ資金供与対策に対する目線が急速に厳しさを増していることに鑑みると、その必要性

は高いものと考えられる。 

 

外国に本社を置く電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループの在日拠点に

おいては、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスク管理体制について、当局等

を含む関係者に説明責任を果たしていくことが求められる。 

 

【対応が求められる事項】 

①グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、

業務分野や事業地域等を踏まえながら、顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録保存
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等の具体的な手法等について、グループ全体で整合的な形で、これを実施すること 

②グループ全体としてのリスク評価や、マネロン・テロ資金供与対策の実効性確保等のため

に必要なグループ内での情報共有体制を整備すること 

③海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいては、

各海外拠点等に適用されるマネロン・テロ資金供与対策に係る法規制等を遵守するほか、

各海外拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、可視化した上で、リスクに見合う人

員配置を行うなどの方法により適切なグループ全体での低減措置を講ずること 

④海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいては、

各海外拠点等に適用される情報保護法制や外国当局のスタンス等を理解した上で、グル

ープ全体として整合的な形でマネロン・テロ資金供与対策を適時・適切に実施するため、

異常取引に係る顧客情報・取引情報及びその分析結果や疑わしい取引の届出状況等を含

む、必要な情報の共有や統合的な管理等を円滑に行うことができる体制を構築すること

（海外業務展開の戦略策定に際しては、こうした体制整備の必要性を踏まえたものとす

ること） 

⑤海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいて、

各海外拠点等の属する国・地域の法規制等が、我が国よりも厳格でない場合には、当該海

外拠点等も含め、我が国電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者等グループ全体

の方針・手続・計画等を整合的な形で適用・実施し、これが当該国・地域の法令等により

許容されない場合には、総務省に情報提供を行うこと（注） 

（注）当該国・地域の法規制等が我が国よりも厳格である場合に、当該海外拠点等が当該国・

地域の法規制等を遵守することは、もとより当然である。 

⑥外国に本社を置く電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループの在日拠点に

おいては、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスク管理体制について、当局

等を含む関係者に説明責任を果たすこと 

 

Ⅲ－５ 職員の確保、育成等 

 

マネロン・テロ資金供与リスク管理体制の実効性は、各部門の職員がその役割に応じた専

門性・適合性等を有し、経営陣が定めた方針・手続・計画等を的確に実行することで確保さ

れるものである。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、こうした専門性・適合性等を

有する職員を必要な役割に応じ確保・育成しながら、適切かつ継続的な研修等（関係する資

格取得を含む。）を行うことにより、組織全体として、マネロン・テロ資金供与対策に係る

理解を深め、専門性・適合性等を維持・向上させていくことが求められる。 

 

【対応が求められる事項】 
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①マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員について、その役割に応じて、必要とされる知

識、専門性のほか、研修等を経た上で取引時確認等の措置を的確に行うことができる適合

性等について、継続的に確認すること 

②取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員が、その役割に応じて的確に理

解することができるよう、分かりやすい資料等を用いて周知徹底を図るほか、適切かつ継

続的な研修等を行うこと 

③当該研修等の内容が、自らの直面するリスクに適合し、必要に応じ最新の法規制、当局等

の情報を踏まえたものであり、また、職員等への徹底の観点から改善の余地がないか分

析・検討すること 

④研修等の効果について、研修等内容の遵守状況の検証や職員等に対するフォローアップ

等の方法により確認し、新たに生じるリスク等も加味しながら、必要に応じて研修等の受

講者・回数・受講状況・内容等を見直すこと 

⑤全社的な疑わしい取引の届出状況や、管理部門に寄せられる質問内容・気づき等を事業部

門に還元するほか、事業部門内においてもこうした情報を各職員に的確に周知するなど、

事業部門におけるリスク認識を深めること 

 

【対応が期待される事項】 

①海外拠点等を有する電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者グループにおいて、

各海外拠点等のリスク評価の担当者に対して、単にリスク評価の手法についての資料等

を作成・配布するのみならず、リスク評価の重要性や正確な実施方法に係る研修等を当該

拠点等の特殊性等を踏まえて実施し、その研修等の内容についても定期的に見直すこと 

②海外拠点等を有し、海外業務が重要な地位を占める電話受付代行業者及び電話転送サー

ビス事業者グループにおいて、マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員が、マネロン・

テロ資金供与に係る国際的な動向について、有効な研修等や関係する資格取得に努める

よう体制整備を行うこと 

 

Ⅳ．総務省によるモニタリング等 

 

Ⅳ－１ 総務省によるモニタリング 

 

前記のとおり、総務省としては、本ガイドラインを踏まえた電話受付代行業者及び電話転

送サービス事業者におけるマネロン・テロ資金供与対策への取組み状況等について、適切に

モニタリングを行い、その結果得られた情報を電話受付代行業者及び電話転送サービス事

業者と共有しつつ、管理体制の強化を促し、必要に応じて、監督上の措置を講ずることを検

討していく。 

こうしたモニタリングを行うに当たっては、我が国におけるマネロン・テロ資金供与に係
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る実質的なリスクに着目するアプローチを採ることとし、利用可能な情報を収集・集約し、

全体を俯瞰した上で、各電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者のリスクを特定し、

評価する。その上で、特定・評価したリスクの高低に応じて資源を配分して、実効的かつ効

率的なモニタリングを行っていく。 

こうしたリスクの特定・評価においては、マネロン・テロ資金供与に係る国際的な動向も

踏まえながら、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の特性等を勘案し、総務省に

よるモニタリングに活用していく。 

 

前記のようなリスクの特定・評価・分析を行うに当たっては、種々の定量・定性情報等の

客観的資料が必要となる。総務省としては、既に入手可能なデータのほか、例えば以下の情

報等を必要に応じて電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者より提出を受けること

や、各電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者の内部管理体制に関するヒアリング

を行うこと等により、監督当局によるリスクベース・アプローチの実効性の向上を図る。 

・疑わしい取引の届出件数（国・地域別、顧客属性別等の内訳） 

・内部監査や研修等（関係する資格の取得状況を含む。）の実施状況 

・特定事業者作成書面等 

・マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、必要に応じた経営陣

の議論の状況 

これらの情報は、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者がリスクベース・アプロ

ーチにおけるリスクの特定・評価等を行う際にも有用であり、電話受付代行業者及び電話転

送サービス事業者においては、これらの情報その他自らのリスク分析に必要な情報を蓄積・

整理した上で、自らのリスクベース・アプローチの実効性向上のために活用することが期待

される。 

 

また、前記モニタリングの過程で見られた事例等について、我が国電話受付代行業者及び

電話転送サービス事業者のマネロン・テロ資金供与対策の全体の水準の底上げに資すると

考えられるものについては、総務省として、積極的に電話受付代行業者及び電話転送サービ

ス事業者との共有を図っていく。 

 

なお、犯収法においては、国家公安委員会において、我が国における犯罪収益移転の危険

性等について、犯罪収益移転危険度調査書を公表することとされている。総務省は、電話受

付代行業者及び電話転送サービス事業者の監督当局として、当該調査書も踏まえて、電話受

付代行業者及び電話転送サービス事業者に対するリスクベース・アプローチに基づくモニ

タリングを実施する。 
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Ⅳ－２ 官民連携・関係当局との連携等 

 

 高まりをみせるマネロン・テロ資金供与リスクに対して、我が国の電話受付代行業及び電

話転送サービス事業界全体の健全性を維持するためには、個別の電話受付代行業者及び電

話転送サービス事業者における対応のみならず、関係当局、電話受付代行業者及び電話転送

サービス事業者が連携・協働して対応を進めていく必要がある。 

特に、時々変化するマネロン・テロ資金供与の動向に機動的に対応するためには、国際的

な議論・先進的な取組み等についての情報収集が重要となるが、個別の電話受付代行業者及

び電話転送サービス事業者において収集できる情報には限界があることも考えられるほか、

対応のノウハウを蓄積する上でも、非効率となりかねない。 

 

こうした観点から、総務省としては、従前以上に関係省庁との連携を深めて情報収集を強

化し、モニタリング等で得た参考となる事例等も含め、こうした過程で収集した事例や情報

等について、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者と共有を図っていく。また、個

別の電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者とも継続的に対話等を行うなどして、

マネロン・テロ資金供与対策に係る課題や解決策、環境整備等についての継続的な検討を促

していく。 

 

また、官民双方の円滑なコミュニケーションを更に促進する観点から、個別の電話受付代

行業者及び電話転送サービス事業者からの意見等を踏まえて、モニタリングやアウトリー

チ等のあり方についても、継続的に見直していく。 



電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン 新旧対照表 

（下線が変更部分） 

変 更 後 変 更 前 （ 案 ） 

目次 

（略） 

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策

定・実施・検証・見直し（PDCA サイクル） 

（略） 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

Ⅰ－１ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的

な考え方 

 

我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下

「マネロン・テロ資金供与」という。）対策については、犯罪による

収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。以下「犯収

法」という。）等の関係法令において、取引（犯収法上、電話受付代

行業者及び電話転送サービス事業者における取引とは、役務の提供

を行うことを内容とする契約の締結であり、本ガイドラインにおい

ても同じである。）時確認等の基本的な事項が規定されている。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、犯収法上の「特

定事業者」に該当するため、これらの法令の規定をその適用関係に

応じ遵守する必要があることは当然である。 

目次 

（同左） 

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策

定・実施・検証・見直し（PDCA） 

（同左） 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

Ⅰ－１ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的

な考え方 

 

我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下

「マネロン・テロ資金供与」という。）対策については、犯罪による

収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下「犯

収法」という。）等の関係法令において、取引（犯収法上、電話受付

代行業者及び電話転送サービス事業者における取引とは、役務の提

供を行うことを内容とする契約の締結であり、本ガイドラインにお

いても同じである。）時確認等の基本的な事項が規定されている。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、犯収法上の「特

定事業者」に該当するため、これらの法令の規定をその適用関係に

応じ遵守する必要があることは当然である。 



 

ここでいう、「電話受付代行業者」とは、犯収法における「顧客に

対し、（略）自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用

いることを許諾し、（略）当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話（フ

ァクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。）を受けてその内容を

当該顧客に連絡」する役務を提供する業務を行う者であり、以下の

全ての要件を満たすサービス（電話受付代行）の提供を行う事業者

をいう。 

①自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として利用すること

を許諾している。 

②当該顧客あての当該電話番号に係る電話（ファクシミリ装置に

よる通信を含む。）について応答している。 

③通信が終わった後で、当該顧客に通信内容を連絡している。 

また、「電話転送サービス事業者」とは、犯収法における「顧客に

対し、（略）自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用

いることを許諾し、（略）当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当

該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転

送する役務を提供する業務を行う者」であり、以下の全ての要件を

満たすサービス（電話転送サービス）の提供を行う事業者をいう。 

①自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを

許諾している。 

②当該顧客あての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話

（ファクシミリ装置による通信を含む。）を当該顧客が指定する

 

ここでいう、「電話受付代行業者」とは、犯収法における「顧客に

対し、（略）自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用

いることを許諾し、（略）当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話（フ

ァクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。）を受けてその内容を

当該顧客に連絡」する役務を提供する業務を行う者であり、以下の

全ての要件を満たすサービス（電話受付代行）の提供を行う事業者

をいう。 

①自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として利用すること

を許諾している。 

②当該顧客あての当該電話番号に係る電話（ファクシミリを含

む。）について応答している。 

③通信が終わった後で、当該顧客に通信内容を連絡している。 

また、「電話転送サービス事業者」とは、犯収法における「顧客に

対し、（略）自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用

いることを許諾し、（略）当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当

該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転

送する役務を提供する業務を行う者」であり、以下の全ての要件を

満たすサービス（電話転送サービス）の提供を行う事業者をいう。 

①自己の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを

許諾している。 

②当該顧客あての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話

（ファクシミリを含む。）を当該顧客が指定する電話番号に自動



電話番号に自動的に転送している。 

（略） 

なお、テロ資金供与対策については、テロの脅威が国境を越えて

広がっていることを踏まえ、電話受付代行業者及び電話転送サービ

ス事業者においては、自らが提供するサービスがテロリストへの資

金供与に関連して利用され得るという認識の下、実効的な管理体制

を構築しなければならない。例えば、非営利団体との取引に際して

は、全ての非営利団体が本質的にリスクが高いものではないことを

前提としつつ、その活動の性質や範囲等によってはテロ資金供与に

利用されるリスクがあることを踏まえ、国によるリスク評価の結果

（犯収法に定める「犯罪収益移転危険度調査書」）や FATF の指摘等

を踏まえた対策を検討し、リスク低減措置を講ずることが重要であ

る。 

このほか、大量破壊兵器の拡散に対する資金供与の防止のための

対応も含め、外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228 号）や

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成

26年法律第 124 号）（国際テロリスト財産凍結法）をはじめとする国

内外の法規制等も踏まえた体制の構築が必要である。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、こう

したマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との接点である事

業部門において有効に機能するよう、経営陣が主導的に関与して地

域・部門横断的なガバナンスを確立した上で、同ガバナンスの下、関

的に転送している。 

（同左） 

なお、テロ資金供与対策については、テロの脅威が国境を越えて

広がっていることを踏まえ、電話受付代行業者及び電話転送サービ

ス事業者においては、自らが提供するサービスがテロリストへの資

金供与に関連して利用され得るという認識の下、実効的な管理体制

を構築しなければならない。例えば、非営利団体との取引に際して

は、全ての非営利団体が本質的にリスクが高いものではないことを

前提としつつ、その活動の性質や範囲等によってはテロ資金供与に

利用されるリスクがあることを踏まえ、国によるリスク評価の結果

（犯収法に定める「犯罪収益移転危険度調査書」）や FATF の指摘等

を踏まえた対策を検討し、リスク低減措置を講ずることが重要であ

る。 

このほか、大量破壊兵器の拡散に対する資金供与の防止のための

対応も含め、外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二

十八号）や国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま

え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措

置法（国際テロリスト財産凍結法）をはじめとする国内外の法規制

等も踏まえた体制の構築が必要である。 

電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者においては、こう

したマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との接点である事

業部門において有効に機能するよう、経営陣が主導的に関与して地

域・部門横断的なガバナンスを確立した上で、同ガバナンスの下、関



係部署が継続的に取組みを進める必要がある。 

また、経営戦略の中で、将来にわたりその業務がマネー・ローンダ

リングやテロ資金供与に利用されることのないよう管理体制の強化

等を図るとともに、その方針・手続・計画や進捗状況等に関し、デー

タ等を交えながら、顧客・当局等を含む幅広い関係者に対し、説明責

任を果たしていくことが求められる。 

（略） 

 

Ⅱ．リスクベース・アプローチ 

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減 

３．リスクの低減 

（２）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD） 

 

（略） 

（注１）犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成 20 年

政令第 20号）及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行

規則（平成 20 年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）で定めている外

国の元首､外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。 

（注２）犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令で定めてい

る国又は地域をいう。 

（略） 

 

係部署が継続的に取組みを進める必要がある。 

また、経営戦略の中で、将来にわたりその業務がマネー・ローンダ

リングやテロ資金供与に利用されることのないよう管理体制の強化

等を図るとともに、その方針・手続・計画や進捗状況等に関し、デー

タ等を交えながら、顧客・当局等を含む幅広い関係者に対し、説明責

任を果たしていくことが求められる。 

（同左） 

 

Ⅱ．リスクベース・アプローチ 

Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減 

３．リスクの低減 

（２）顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD） 
 

（同左） 

（注１）犯収法施行令及び犯収法施行規則で定めている外国の元首､

外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。 

 

 

 

（注２）犯収法施行令で定めている国又は地域をいう。 

 

（同左） 

 



Ⅲ．管理体制とその有効性の検証・見直し 

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策

定・実施・検証・見直し（PDCA サイクル） 

Ⅲ．管理体制とその有効性の検証・見直し 

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策

定・実施・検証・見直し（PDCA） 
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